
（平成２２年２月３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正を不要と判断したもの 1 件

厚生年金関係 1 件

年金記録確認函館地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

函館厚生年金 事案 138 

   

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和９年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 32 年 10 月２日から同年 12 月９日まで 

昭和 32 年 10 月２日から同年 12 月９日まで、Ａ社所有のＢ丸に甲板

員として乗船しており、その期間雇用されていたことを示す船員手帳を

所持している。 

    私は、昭和 28 年にＣ社に就業したときからＤ組合に加入しており、

Ｃ社の船舶のほか、申立ての船舶を除き、船員手帳に記載がある期間は

船員保険の加入記録があることから、申立期間についても船員保険に加

入していると思うので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持する船員手帳によると、Ａ社が所有するＢ丸に係る雇入年

月日は昭和 32 年 10 月２日、雇止年月日は同年 12 月９日と記載され、当

時の海運支局の公認印が押されていることから、申立人が申立期間にお

いて、当該事業所に雇入れされていたことが確認できる。 

   しかしながら、当該事業所に係る船舶別の船員保険被保険者名簿を確認

したところ、申立期間においてＢ丸に係る被保険者資格を取得した者は

いない上、当該事業所が所有する他の船舶に係る船員保険被保険者名簿

にも申立人の加入記録は無く、これらの被保険者名簿において整理番号

の欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

   また、申立期間前（昭和 32 年５月３日から同年９月 25 日まで）におい

て、Ｂ丸で 13 人が船員保険に加入していたことが確認でき、連絡先が判

明した６人に照会したところ、そのうち回答があった３人はいずれも申

立人について覚えておらず、当時の状況を覚えている者からも、申立内

容を裏付ける回答は得られない上、船員手帳も所持していないことから、



                      

  

申立期間における当該船舶の乗組員に係る船員保険の適用状況等を確認

できない。 

   さらに、事業主（船舶所有者）に照会したところ回答を得られず、申立

人の勤務実態や船員保険の加入状況について供述や資料を得ることはで

きない。 

   加えて、Ｄ組合へ照会したところ、「昭和 32 年度分の申立人の組合費

が納入されていたことは確認できる。しかし、Ａ社と申立人の労使関係

を確認できる資料は無かった。」との回答であった。 

   なお、申立人が申立期間の船員保険料を事業主により給与から控除され

ていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


